
提 供 日 2026/07/10

タイトル 静岡県カスタマーハラスメント対策相談窓口を開設しました

担 当 経済産業部 就業支援局 産業人材課

連 絡 先 労働政策班 渡邉

TEL 054－221－2817

１ 要旨
県では、令和８年４月１日に施行した「静岡県カスタマーハラスメント防止条例」を踏まえ、

県内事業者、就業者及び顧客等を対象に、カスタマーハラスメント防止対策に関する相談窓口を
開設しました。
弁護士・社会保険労務士等の専門知識を有する相談員が、オンラインで相談を受け付け、カス

タマーハラスメントへの対応方針の整理や初動対応等について助言します。
相談は無料・完全予約制です。申込後、事務局による簡易ヒアリングを行った上で、相談日程

を調整します。

２ 相談窓口概要

３ 相談の流れ

４ 留意事項
本窓口は、カスタマーハラスメント防止対策に関する一般的な考え方や対応方針の整理等につ

いて助言するものであり、相手方との代理交渉、個別事案の法的判断の断定、損害賠償請求・訴
訟代理などの個別紛争の代理・交渉等を行うことはできません。

５ 問合せ先
静岡県カスタマーハラスメント対策相談窓口事務局
（受託者：株式会社東海道シグマ）
電話番号：0120-034-036（営業時間 9：00～17：00）

～カスハラ対策に関する相談をオンラインで受け付けます～

静岡県カスタマーハラスメント対策相談窓口を開設しました

対 象 県内事業者、就業者、顧客等

実施期間 令和８年７月から令和９年２月まで

実施日時
平日 11 時から 19 時までの時間帯で調整（土日祝日及び 12 月 29 日～１月３日は除く）

※１枠 60 分、月４件まで

相談方法 オンライン相談（相談無料・完全予約制）

相 談 員 弁護士、社会保険労務士等

申込方法

県ホームページ又はチラシ掲載の「概要・申込フォーム」から申込み

概要・申込フォーム：https://x.gd/azaH7
※静岡県ＨＰ「カスタマーハラスメントの防止について」に掲載

事 務 局 事業受託者 株式会社東海道シグマ

１ 申込

相談内容を入力し送信

２ 調整

事務局がヒアリングを行い、

相談日程を調整

３ 相談

状況や経緯を整理の上、

相談員が適切な助言を実施

https://x.gd/azaH7





